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平成 27 年度調達等合理化計画 達成状況
Ｈ27年度計画 平成 27 年度の実績 左記の具体的な取組内容 

○重点的に取り組む分野

（１）債券等の引受・募集等に係る契約

債券等の引受・募集等に係る契約については、これまでも

一般競争入札等により競争性を確保した上で契約を締結し

ている。 

平成 27 年度においても、引き続きこの取組を通じて競争

性・透明性の確保を図る。 

【一般競争入札等による契約：100％】 

○調達に関するガバナンスの徹底

（１）随意契約に関する内部統制の確立

随意契約を締結することとなる案件については、事前に、

法人内に設置された入札・契約手続運営委員会等において、

会計規程における「随意契約によることができる事由」との

整合性や、より競争性のある調達手続実施の可否の観点から

点検を受けることとし、点検結果については総務担当理事に

報告する。 

【入札・契約手続運営委員会等による点検実施率：100％】 

（２）不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組

当機構において、これまで不祥事は発生していないが、引

き続き、契約手続規程に則り適正に契約手続が行われている

かどうかについて経理課において確認するとともに、 

予定価格調書については、封入後、金庫に保管し漏えい防

止に努めることとする。 

また、談合等の情報があった場合には、法人内に設置され

た公正入札調査委員会において調査等を行うこととする。 

平成 27 年度においては、入札談合等関与行為防止法の研修

を実施するなど、コンプライアンス意識の向上を図る。 

【実施結果】 

・債券等の引受・募集等に係る契約について、一般競争入札等に

より競争性・透明性を確保した。

【一般競争入札等による契約：100％】 

・随意契約について、事前に入札・契約手続運営委員会等におい

て点検を行うとともに、その結果について総務担当理事に報告を

行った。 

【点検実施率：100％】 

・契約手続規程に則り適正に契約が行われているか経理課にて確

認した。 

・予定価格調書については、封入し、金庫に保管し漏えい防止に

努めた。 

・談合等の情報はなかったことから、公正入札調査委員会は開催

していない 

・コンプライアンス意識の向上のため、入札談合等関与行為防止

法の研修を実施した。 【9 月実施】 

・一般競争入札（政保債 10 年以外、財投機関債 40 年以外）

39 件、32.4 億円（△9件、△5.7 億円） 

・確認公募（政保債 10 年（シ団方式））

2件、22.8 億円（0件、△22.0 億円） 

・企画競争（財投機関債 40 年（主幹事方式））※新規

3件、6.3 億円 

・随意契約案件について、予め物品等入札・契約手続運営委員会

等にてその事由等を点検するとともに、入札・契約手続運営委員

会においても、別途事後点検し、その結果について総務担当理事

に報告した。 

・同左

・適正な契約手続きの取組みとして、契約の相手方となるべき者

の申込みに係る価格が一定割合に満たなかったものについて履

行確実性確認調査を実施し、問題がないと認められた上で契約締

結した（2件）。 

新財務会計システム開発及び保守業務 

パーソナルコンピュータ等賃貸借契約 

・同左

・同左

・全役職員を対象として入札談合等関与行為防止法研修を実施

し、コンプライアンス意識の向上を図った（H27.9.7 公正取引委

員会より講師派遣）。 
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Ｈ27 年度計画 平成 27 年度の実績 左記の具体的な取組内容 

○自己評価の実施

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係

る業務の実績等に関する評価の一環として、年度終了後に実

施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を

受ける。主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等

合理化計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

○推進体制

（１）推進体制

本計画に定める各事項を着実に実施するため、総務担当理

事を総括責任者として、入札・契約手続運営委員会等により

調達等合理化に取り組むものとする。 

総括責任者  総務担当理事 

副総括責任者 経理担当理事、企画担当理事 

メンバー   総務部長、経理部長、企画部長、 

関西業務部長 

（２）契約監視委員会の活用

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、

当計画の策定及び自己評価の際の点検を行うとともに、これ

に関連して、競争性のない随意契約、一者応札・応募の契約

及び公益法人向け支出について事後点検を行い、その審議概

要を公表する。 

○その他

調達等合理化計画及び自己評価結果については、当機構の

ホームページにて公表するものとする。

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があ

った場合には、調達等合理化計画の改定を行うものとする 

・年度終了後、自己評価を実施し契約監視委員会の点検を経て主

務大臣に報告した。 

・入札・契約手続運営委員会等において調達等合理化計画に基づ

く契約の公正性・透明性の確保に取り組んだ。 

・27 年度に締結した全ての契約について点検するとともに、27

年度自己評価（案）の策定を行った。 

・契約監視委員会において、平成 27 年度調達等合理化計画の策

定及び自己評価の際の点検を実施し、また競争性のない随意契

約、一者応札・応募の契約及び公益法人向け支出についても事後

点検を行い、その審議概要を公表した。 

・平成 27 年度調達等合理化計画及び自己評価結果をＨＰに公表

した。 

・新たな取組の追加等はなかったことから、平成 27 年度計画の

改定は行っていない。 

・年度終了後、入札・契約手続運営委員会において、27 年度の

自己評価（案）を策定し、役員会の審議及び契約監視委員会の点

検を経て主務大臣に報告し、評価を受ける。 

・機構内に存する以下の委員会において、調達等合理化計画に基

づく契約の公正性・透明性の確保に取り組んだ。 

・入札・契約手続運営委員会（建設コンサルタント業務等）

・物品等入札・契約手続運営委員会（物品買受け等）

・資金調達及び金融機関等選定審査委員会

・会計監査人候補者選定審査委員会

・上記の取組みに加え、入札・契約手続運営委員会では、27 年

度に締結した全ての契約について点検（競争性のない随意契約、

一者応札・応募となった契約、履行確実性調査となった契約につ

いて重点的に点検）するとともに、調達等合理化計画に係る 27

年度自己評価（案）の策定を行った。 

・27 年度計画策定の点検（H27.7.14 第 8 回委員会）

・27 年度自己評価の点検（H28.6.21 第 9 回委員会）

・27 年度における、競争性のない随意契約、一者応札・応募の

契約及び公益法人向け支出についての事後点検 

（H28.6.21 第 9 回委員会） 

・委員会の審議概要の公表

（第 8 回委員会 H27.7.28、第 9回委員会 H28.6 月末予定）

・27 年度計画の公表（H27.7.28 機構 HP にて公表）

・27 年度自己評価の公表（H28.6 月末機構 HP にて公表予定）

・同左
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別表１  予算  
【法人単位】

（単位：百万円）
計画額（Ａ） 実績額（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考

収入
業務収入 1,858,615 2,116,106 257,492

道路業務収入 1,857,707 2,115,312 257,605
鉄道業務収入 907 794 △ 113

政府等出資金受入 37,298 37,298 -
政府等補助金受入 1,613 26,074 24,461
債券及び借入金 1,663,100 1,621,000 △ 42,100
社会資本整備事業収入 457 457 -
業務外収入 1,039 3,371 2,332

計 3,562,121 3,804,306 242,185

支出
債務返済費 3,708,768 3,692,496 △ 16,273
東京湾横断道路償還金 5,256 5,177 △ 78
無利子貸付金 38,775 37,645 △ 1,130
経営努力助成金 376 348 △ 28
業務管理費 5,939 4,461 △ 1,478

高速道路管理費 1,839 1,839 0
鉄道施設管理費 4,100 2,621 △ 1,478

一般管理費 1,479 1,301 △ 178
人件費 975 936 △ 39
物件費 504 365 △ 140

業務外支出 83,416 83,481 65

計 3,844,008 3,824,909 △ 19,100

区分
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【高速道路勘定】
（単位：百万円）

計画額（Ａ） 実績額（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
収入

業務収入 1,857,707 2,115,312 257,605
道路業務収入 1,857,707 2,115,312 257,605 ※１

政府等出資金受入 37,198 37,198 -
政府等補助金受入 1,577 26,047 24,470 ※２
債券及び借入金 1,663,100 1,621,000 △ 42,100 ※３
社会資本整備事業収入 457 457 -
業務外収入 1,027 3,353 2,326 ※４

計 3,561,066 3,803,368 242,301

支出
債務返済費 3,708,768 3,692,496 △ 16,273 ※５
東京湾横断道路償還金 5,256 5,177 △ 78
無利子貸付金 38,775 37,645 △ 1,130 ※６
経営努力助成金 376 348 △ 28
業務管理費 1,839 1,839 0

高速道路管理費 1,839 1,839 0
一般管理費 1,471 1,286 △ 186

人件費 970 926 △ 44
物件費 502 360 △ 142

業務外支出 83,416 83,481 65

計 3,839,901 3,822,272 △ 17,629

※１ 道路資産貸付料収入等の増
※２ 高速道路通行者負担軽減補助金の受入による増
※３ 財投機関債及び民間借入金の一部を発行・借入しなかったことによる減
※４ 土地売却収入等があったことによる増
※５ 機構債券の利率が当初計画を下回ったことによる支払利息等の減
※６ 高速道路連結部整備事業費補助を翌年度に繰越したことによる減

区分
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【鉄道勘定】
（単位：百万円）

計画額（Ａ） 実績額（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
収入

業務収入 907 794 △ 113
鉄道業務収入 907 794 △ 113

政府等出資金受入 100 100 -
政府等補助金受入 36 27 △ 9
業務外収入 11 17 6

計 1,054 938 △ 116

支出
業務管理費 4,100 2,621 △ 1,478

鉄道施設管理費 4,100 2,621 △ 1,478 ※１
一般管理費 8 15 8

人件費 5 11 5
物件費 2 5 2

業務外支出 - 0 0

計 4,108 2,637 △ 1,471

※１ 本州四国連絡橋（本四備讃線）耐震補強事業等の支出が当初計画を下回ったことによる減

区分
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別表２  収支計画
【法人単位】

（単位：百万円）
計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考

費用の部 1,465,518 1,464,212 △ 1,305
経常費用 1,442,829 1,440,156 △ 2,673

道路貸付業務費 965,088 988,059 22,972
助成業務費 376 348 △ 28
鉄道施設利用業務費 8,902 8,621 △ 281
一般管理費 1,569 1,474 △ 95

人件費 975 964 △ 11
経費 594 510 △ 84

財務費用 414,847 401,818 △ 13,029
道路資産取得関連費用 52,047 39,527 △ 12,520
雑損 - 309 309

臨時損失 22,689 24,056 1,367
収益の部 1,765,091 2,033,269 268,178

経常収益 1,736,004 2,003,403 267,399
受取貸付料 1,715,965 1,954,240 238,275
占用料収入 2,138 2,261 123
連結料収入 2,155 2,240 85
受取施設利用料 823 718 △ 105
その他の売上高 18 49 31
補助金等収益 36 25,625 25,588
寄附金収益 26 1,334 1,308
資産見返負債戻入 6,745 7,107 362
鉄道施設建設見返債務戻入 7,941 7,955 15
財務収益 156 283 127
雑益 1 1,590 1,590

臨時利益 29,087 29,866 779
当期純利益 299,574 569,057 269,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額 70 63 △ 8
当期総利益 299,644 569,119 269,475

区分
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【高速道路勘定】
（単位：百万円）

計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
費用の部 1,456,605 1,455,585 △ 1,019

経常費用 1,433,916 1,431,535 △ 2,380
道路貸付業務費 965,088 988,078 22,990
助成業務費 376 348 △ 28
一般管理費 1,558 1,456 △ 102

人件費 970 953 △ 17
経費 588 503 △ 85

財務費用 414,847 401,818 △ 13,029
道路資産取得関連費用 52,047 39,527 △ 12,520
雑損 - 309 309

臨時損失 22,689 24,050 1,361
収益の部 1,755,670 2,024,052 268,382

経常収益 1,727,179 1,994,640 267,461
受取貸付料 1,715,965 1,954,240 238,275
占用料収入 2,138 2,261 123
連結料収入 2,155 2,240 85
その他の売上高 - 49 49
補助金等収益 - 25,600 25,600
寄附金収益 26 1,334 1,308
資産見返負債戻入 6,745 7,107 362
財務収益 149 273 124
雑益 1 1,536 1,535

臨時利益 28,491 29,412 921
当期純利益 299,065 568,467 269,401
当期総利益 299,065 568,467 269,401

区分

66



【鉄道勘定】
（単位：百万円）

計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
費用の部 8,913 8,645 △ 268

経常費用 8,913 8,639 △ 274
鉄道施設利用業務費 8,902 8,621 △ 281
一般管理費 11 18 7

人件費 5 11 6
経費 5 7 2

雑損 - 0 0
臨時損失 - 6 6

収益の部 9,421 9,236 △ 186
経常収益 8,826 8,781 △ 44

受取施設利用料 823 718 △ 105
その他の売上高 18 18 -
補助金等収益 36 25 △ 12
鉄道施設建設見返債務戻入 7,941 7,955 15
財務収益 7 10 3
雑益 - 55 55

臨時利益 596 454 △ 142
当期純利益 508 590 82
前中期目標期間繰越積立金取崩額 70 63 △ 8
当期総利益 579 653 74

区分
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別表３  資金計画
【法人単位】

（単位：百万円）
計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考

資金支出 3,915,368 6,485,482 2,570,113
業務活動による支出 532,285 512,439 △ 19,846

管理費支出 91,209 89,713 △ 1,496
その他支出 441,076 422,726 △ 18,350

投資活動による支出 76,700 2,586,770 2,510,070
財務活動による支出 3,305,550 3,305,530 △ 20
次期への繰越金 833 80,742 79,909

資金収入 3,915,368 6,485,482 2,570,113
業務活動による収入 2,068,862 2,092,684 23,822
投資活動による収入 151,646 2,688,466 2,536,820
財務活動による収入 1,694,066 1,652,151 △ 41,915
前期よりの繰越金 795 52,181 51,386

区分
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【高速道路勘定】
（単位：百万円）

計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
資金支出 3,894,782 6,434,813 2,540,030

業務活動による支出 528,177 509,439 △ 18,738
管理費支出 87,102 86,714 △ 388
その他支出 441,076 422,726 △ 18,350

投資活動による支出 60,500 2,556,570 2,496,070
財務活動による支出 3,305,550 3,305,530 △ 20
次期への繰越金 555 63,273 62,718

資金収入 3,894,782 6,434,813 2,540,030
業務活動による収入 2,067,895 2,091,862 23,966
投資活動による収入 132,346 2,638,866 2,506,520
財務活動による収入 1,693,966 1,652,051 △ 41,915
前期よりの繰越金 575 52,034 51,459

区分
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【鉄道勘定】
（単位：百万円）

計画（Ａ） 実績（Ｂ） 差額（Ｂ－Ａ） 備考
資金支出 20,586 50,694 30,108

業務活動による支出 4,108 3,025 △ 1,082
管理費支出 4,108 3,025 △ 1,082

投資活動による支出 16,200 30,200 14,000
次期への繰越金 279 17,469 17,190

資金収入 20,586 50,694 30,108
業務活動による収入 966 848 △ 119
投資活動による収入 19,300 49,600 30,300
財務活動による収入 100 100 -
前期よりの繰越金 220 147 △ 73

区分
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○契約状況

件数 比率 金額（千円） 比率
平均

落札率
件数 比率 金額（千円） 比率

平均
落札率

(20) （8.7%） (123,016) （19.7%） （57.6%） (18) （10.1%） (138,215) （47.1%） （62.5%）

68 24.3% 3,930,553 44.1% 59.1% 57 25.6% 3,375,398 52.4% 64.3%

(0) （0.0%） (0) （0.0%） (-) (0) （0.0%） (0) （0.0%） (-)

0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% 0 0.0% -

(4) （1.7%） (146,981) （23.6%） （95.7%） (4) （2.2%） (60,966) （20.8%） （95.8%）

6 2.1% 4,623,581 51.9% 97.1% 9 4.0% 2,965,594 46.1% 97.6%

(194) （84.3%） (27,744) （4.5%） (-) (148) （82.7%） (18,333) （6.2%） (-)

194 69.3% 27,744 0.3% - 148 66.4% 18,333 0.3% -

(12) （5.2%） (325,167) （52.2%） (-) (09) （5.0%） (76,207) （25.9%） (-)

12 4.3% 325,167 3.7% - 9 4.0% 76,207 1.2% -

(230) （100.0%） (622,908) （100.0%） （64.0%） (179) （100.0%） (293,721) （100.0%） （68.5%）

280 100.0% 8,907,045 100.0% 67.5% 223 100.0% 6,435,532 100.0% 73.2%

※ （　　）内は、債券発行に係る募集委託契約並びに引受及び募集取扱契約を除いた計数である。

※ 金額は単位未満四捨五入のため、計において合わない場合がある。

項目 件数

機構事務所賃借関係 4

情報提供業務関係 3

長期継続契約 1

その他 1

合計 9

件数 比率 金額（千円） 比率 件数 比率 金額（千円） 比率

２者以上 66 89.2% 4,035,924 47.2% 60 90.9% 4,047,608 63.8%

1者以下 8 10.8% 4,518,210 52.8% 6 9.1% 2,293,384 36.2%

合　計 74 100.0% 8,554,134 100.0% 66 100.0% 6,340,992 100.0%

後納郵便利用料

官報掲載取次業務であり、業務を提供できる者と随意契約したもの。

上記以外の随意契約

合　　　　計

注１：少額随意契約の範囲は次のとおり。
　　　（工事又は製造：250万円以下、財産の買い入れ：160万円以下、物件の借入：80万円以下、その他（役務の提供、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務）：100万円以下）

○平成27年度における随意契約の主な理由

随意契約の主な理由

事務室の賃借及び清掃等に関する業務であり、代替性がないため随意契約としたもの。

Ｈ26年度 Ｈ27年度

○一者応札・応募の状況

Ｈ26年度 Ｈ27年度

一般競争入札

指名競争入札

企画競争等

少額随意契約（注1）

特定の情報を得る業務であり、代替性がないため随意契約としたもの。

2
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

負債道路資産

負債道路資産

道路資産の
減価償却

機構引受資産 機構引受債務

負債道路資産

負債総額

道路資産 利益剰余金

現預金

貸付料等
の収入

金 利

減価償却費

（ 機構設立時 ）

負債(未払金、見返債務

等除く)及び資本金が償

還対象額となります。

会社から資産と債務の新規
引受けが行われる一方、道
路資産については減価償却
が進み負債については返済
が進みます。
損益計算書の当期純利益と
減価償却費（非現金項目）に
相当する額は借入金の返済
に充てられますので、貸借対
照表ではその額だけ負債が
減っていきます。また、当期
純利益の額だけの利益剰余
金が増えていきます。

（ 建設・特定更新等投資期間 ）

修繕を除き会社からの新た
な資産と債務の引受けが発
生せず、減価償却と負債の
返済が進む一方、利益剰余
金が積み上がっていきます。

（ 建設・特定更新等投資終了後 ）

６０年後には減価償却後の
道路資産に見合う剰余金が
積み立てられ、資本金に見
合う現金が残ります。

（ ６０年目 ）

貸
借
対
照
表

損
益
計
算
書

収入から金利(財務費用)や
減価償却費（道路資産貸付
業務費）等を差し引いた額が
当期純利益になります。

当期純利益

資本剰余金

資本金

資本剰余金資本剰余金資本剰余金

資本金 資本金資本金

利益剰余金利益剰余金

3
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各会社のアウトカム指標一覧表（平成27年度）

東日本 中日本 西日本 首都 阪神 本四

3.5 3.5 3.5 3.4 3.6 4.0

3.5 3.6 3.5 3.4 3.7 4.0

(3.7) (3.6) (3.5) (3.5) (3.7) -

3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 4.0

998 670 957 344 268 40.3

1,026 692 981 354 273 41.9

662 1,238 475 2,320 800 4

618 1,057 526 2,190 919 4

77 94 104 234 144 107

（77） （83） （96） （230） （107） (107)

＜23＞ ＜225＞ ＜39＞ - ＜26＞ -

83 118 105 214 170 115

（83） （113） （90） （212） （147） (115)

＜16＞ ＜188＞ ＜62＞ - ＜24＞ -

68 55 49 9 20 18

災害・悪天候 47 45 28 1 6 16

事故・その他 6 2 2 6 1 1

工事 15 8 19 2 13 1

36 21 40 5 25 13

災害・悪天候 10 3 14 2 4 12

事故・その他 5 2 2 1 0 1

工事 21 16 24 2 21 0

5.1 7.1 7.7 16.5 22.0 4.8

5.1 6.7 7.4 16.0 21.9 5.7

(6.7) (6.7) (7.4) (15.0) (21.9) -

4.9 6.7 7.6 14.3 21.8 5.0

12,958 13,990 8,012 1,256 1,297 223

13,163 17,018 7,233 1,030 1,217 991

67 37 81 7 5 7

74 47 99 9 5 9

1,670 1,302 1,168 426 318 189

1,740 1,286 1,276 440 307 183

97 96 96 97 96 93

97 95 97 97 96 90

97 96 97 97 97 92

87
［0］

80
［0］

94
［0］

8
［0］

27
［0］

2
［0］

968/8,389 507/5,567 1,965/8,215 14/118 45/318 137/470

154
［0］

233
［0］

256
［0］

13
［0］

37
［0］

2
［0］

2,342/8,573 1,598/5,577 3,911/8,287 25/120 167/318 227/470

－ － －
277
［0］

72
［0］

－

－ － － 2,985/11,886 2,460/9,955 －

－ － －
451
［0］

148
［0］

－

－ － － 5,752/11,917 4,766/9,955 －

※1： 中期目標の年次は、東日本高速道路㈱28年度、中日本高速道路㈱29年度、西日本高速道路㈱27年度、首都高速道路㈱29年度、阪神高速道路㈱27年度。

※2： 首都高速道路㈱・阪神高速道路㈱は支払い料金所を複数回通過した場合でも「1台」として集計。

※3： 東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱の数値は、1/1～12/31間の年間値。本四高速道路㈱・首都高速道路㈱・阪神高速道路㈱の数値は、4/1～3/31間の年間値。

※4： 集中工事を除いた路上工事時間とは、お客様が迂回や時間・日程調整など回避行動をとることができるよう区間・期間を事前に広く広報した上で行う工事を除いた路上工事時間である。

※5： 上下線別の通行止め時間に距離を乗じた年間のべ時間・距離を営業延長で除算。

※6： 数値は、1/1～12/31間の年間値。

※7： 東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、本四高速道路㈱は通報等把握した件数及び保護した件数、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱は保護した件数。

※8： H26年7月より施行されたトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成26年国土交通省告示第426号）に基づき道路橋毎に総合的に健全性が診断された橋梁。

指標分類

利
用
者
視
点

総合顧客満足度
［単位：ポイント］
ＣＳ調査等で把握するお客様の満足度[5段階評価]

H26実績値

H27目標値

（中期目標※1）

H27実績値

年間利用台数
［単位：百万台］
支払料金所における年間の通行台数※2

H26実績値

H27実績値

本線渋滞損失時間
［単位：万台・時］
渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間※3

H26実績値

H27実績値

路上工事時間
［単位：時間／km］
道路1ｋｍあたりの路上作業に伴う年間の交通規制時間

工事による渋滞損失時間[単位：万台・時]

H26実績値

（集中工事※4を除く）

＜工事による渋滞損失時間＞

H27実績値

（集中工事※4を除く）

＜工事による渋滞損失時間＞

交
通
安
全

死傷事故率
［単位：件／億台キロ］
自動車走行車両1億台キロあたりの死傷事故件数※6

H26実績値

H27目標値

（中期目標※1）

通行止め時間
［単位：時間］
雨、雪、事故、工事等に伴う年間の平均通行止め時間※3※5

H26実績値

H27実績値

人等の立入事案件数
［単位：件］
歩行者、自転車、原動機付自転車等が高速道路に立入った事

案の件数※3※7

H26実績値

H27実績値

H27実績値

車限令違反車両取締台数
［単位：台］
高速道路上で実施した車限令違反車両取締における引き込み台数

H26実績値

H27実績値

逆走事案件数
［単位：件］
交通事故又は車両確保に至った逆走事案の件数※6

H26実績値

H27実績値

道
路
保
全

快適走行路面率
［単位：％］
快適に走行できる舗装路面の車線延長

H26実績値

H27目標値

H27実績値

要補修橋梁数
［単位：橋又は径間］
H26からH27に点検した橋梁※8の健全性区分Ⅲ・Ⅳの橋梁
数

橋
　
単
位

H26実績値
［うち区分Ⅳの橋数］

点検した橋数
全対象橋数

H27実績値
［うち区分Ⅳの橋数］

点検した橋数
全対象橋数

径
間
　
単
位

H26実績値
［うち区分Ⅳの径間数］

点検した径間数
全対象径間数

H27実績値
［うち区分Ⅳの径間数］

点検した径間数
全対象径間数

速報値

4

参考資料３



Ⅰ．助成金の交付

認定した経営努力による費用の縮減額の１／２に相当する額を助成金として交付

路線名等 区間 経営努力内容
助成金
交付額

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC 地元との協議による盛土形状の見直し 8百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC トンネル掘削時における変位対策工の変更 8百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC 現場発生立木の移植による有効利用 8百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC トンネル用多孔陶管における新たな設置方法の開発 1百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC トンネル照明設備における新型照明器具の開発 7百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC 新たな契約方式（コストオン方式）の導入 4百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC 材料（ガードレール）の直接調達 38百万円

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC～落部IC 道央自動車道（大沼公園IC～落部IC）の早期供用 11百万円

首都圏中央連絡自動車道
白岡菖蒲IC～久喜白岡
JCT

ＥＴＣガントリーにおける新たな構造形式の採用 1百万円

東海北陸自動車道（４車線化） ぎふ大和IC～白鳥IC トンネル照明設備における新型照明器具の開発 1百万円

東海環状自動車道 大垣西IC～養老JCT コストオン方式を活用した資材調達の工夫 2百万円

西湘バイパス 西湘二宮IC～国府津IC 溝切り作業等を省略化した新たな電気防食工法の開発 48百万円

東九州自動車道 苅田IC～行橋IC 橋梁下部工の施工方法の変更 34百万円

東九州自動車道 苅田IC～行橋IC 隣接地土取場確保による運搬距離の縮減 24百万円

東九州自動車道 苅田IC～行橋IC トンネルズリ運搬方法の変更 64百万円

東九州自動車道 苅田IC～行橋IC 高規格材料を用いたトンネル支保工の開発 59百万円

東九州自動車道 都農IC～高鍋IC 舗装路盤材に鉄鋼スラグの採用 28百万円

東九州自動車道 都農IC～高鍋IC 東九州自動車道（都農IC～高鍋IC）の早期供用 2百万円

348百万円

費用の縮減に係る申請件数

平成２７年度における助成金交付実績（概要）

交付件数：１８件（※うち新技術・改良技術６件）

凡例：新技術・改良技術によるもの

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 計

－ 43 61 44 47 68 36 35 45 5 384

－ 4 50 39 37 43 41 39 52 33 338

－ 4 7 19 36 27 40 29 24 18 204

交付額（百万円） － 31 93 185 694 317 944 721 1,136 348 4,469

申請件数（件）

認定件数（件）

交付件数（件）
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平成28年3月31日現在＿＿＿

常勤職員　合計８３名 ≪ 主な業務量の例 【平成27年度】 ≫

総務部

２８名  企画審議役 道路管理に関する企画調整

人事、組織、総務

総合調整、業務実施計画、中期計画、年度計画

広報、情報公開、文書管理、法務

道路資産異動管理・台帳更新、道路区域決定、土地交換等
財産整理・登記

・保有貸付延長　10,159㎞
・不動産登記筆数　13,095筆

占用許可、連結許可、兼用工作物協定等
・占用許可  総件数　　　　　　　16,930件
         　 　 年間処理件数　　   3,254 件
               占用料徴収件数    8,323件

特殊車両の通行許可、標識決定、区画線決定 ・特車許可・協議件数　　9,042件

通行の禁止、車限令違反措置命令（道路監理役[24時間体制]）
・通行の禁止件数　2,147件
・車限令違反措置命令件数　6,059件

経理部

２２名 予算、支出・収入決定、契約
・予算額　 4兆5,414億円
・契約金額  95億円（うち競争性のある契約93億円）

決算、財務諸表等、財務データ管理

・資産額　40兆8,770億円
・負債額　29兆9,713億円（対前年度比6,562億円減）
・会社における道路資産の管理の実態について確認　2,255億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14箇所）

資金調達、債務引受

資金計画、出資金等受入・無利子貸付

出納

企画部

２１名  企画審議役 協定・償還計画の管理、交通量見直し、料金施策等に関する調査・分析

会社との協定締結（変更） ・協定変更 9件

会社が行う修繕工事等の計画・実績の確認
・修繕工事等の計画・実績の確認（以下の数字は調整中）
　　修繕工事3,831億円（31件）、特定更新等工事45億円（16件）

会社が行う高速道路の管理の実施状況の確認 ・管理の実地確認 12回

無利子貸付計画の策定 ・無利子貸付計画の変更 出資金分（1件） 補助金分（6件）

災害復旧補助計画の策定 ・災害復旧補助計画　補助金分（0件）

有料道路制度に関する調査

債務返済計画の作成及び計画実績対比 ・収支予算の明細の作成　3件、計画実績対比　毎年

交通量・料金収入・貸付料の照査
・交通量等の状況把握・分析　毎月（会社毎）
・路線毎の収支状況の把握・分析　毎年

交通量推計手法等に関する調査 ・交通量推計手法等の調査　1件

高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成
・助成委員会の審議件数　18議題
・経営努力要件適合性認定件数　33件 （総認定件数338件）
・助成金交付件数　18件（約3.5億円）

引受債務額の妥当性の確認及び帰属資産の現地確認

・債務引受契約件数
　新設改築等工事184件（1兆630億円）、特定更新等工事12件（40
億円）
　　道路資産帰属件数　 新設改築等工事127件、特定更新等工事
6件
　　資産の現地確認回数　31件（26回）

関西業務部

１２名  企画審議役 阪神・本四高速道路に係る会社が行う建設・管理

調査役　 阪神・本四高速道路に係る出資地方公共団体・地元金融機関との調整

管理課
阪神・本四・西日本高速道路に係る総務・経理部関係業務
東京本部被災時における業務遂行

【総務部関係】
・阪神高速道路に係る公害調停　1件
※不動産登記、占用許可、特殊車両の業務については
　総務部管理課の業務量に含まれる。
【経理部関係】
・阪神・本四高速に係る地方公共団体の出資金受入
※経理部資金課の業務量に含まれる。

阪神・本四高速道路に係る企画部関係業務
・協定変更、利便増進計画の策定、債務引受契約等の
　業務については、企画部の業務に含まれる。

本四鉄道施設の有償利用
・本四鉄道施設の管理に関する協定等　5件
・本四備讃線耐震補強に係る国の出資金受入
　※経理部資金課の業務量に含まれる。

・鉄道施設の利用料の額に関する協定等　2件(利用料収入8億円)

企画課

計画調整課

調整課

≪ 主な業務 ≫

総務課

・業務実施計画変更　3件
・平成28年度計画策定
・ホームページ更新回数　207回
・ファクトブック、パンフレット　2,130部発行
・差押債権取立請求訴訟等　4件（判決（勝訴）　2件、係争中　2件）
・道路法等及び独立行政法人通則法の一部改正等に伴う内部規程改正（34
件）

管理課

経理課

資金課

・資金調達　　   　　             1兆6,210億円 （53件）
　  平均コスト     　　                  0.88％
・債務引受　      　　             1兆0,981億円
・出資金(道路)　　　   　　　　　　      372億円（国1/2、地方1/2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　出資地方公共団体数　6団体
・出資金(鉄道)             　　              1億円（全て国）
・高速道路連結部整備事業費補助金　 1億円（全て国）
・高速道路通行者負担軽減補助金　 256億円（全て国）

高速道路機構の組織と業務

役員（理事長、理事（３名）、監事（２名））
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様式 １　公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

理事長代理

理事

監事

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(法人番号3010405004914)の役職員の報酬・給与等について

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容

別 添

当機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに高速道路会社に対する貸

付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な

返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとと

もに、高速道路会社による高速道路事業の円滑な実施を支援しているところ

である。
機構の行うこれらの業務の公共性等にかんがみ、役員報酬水準については、

通則法第50条の２第３項の規定の趣旨を踏まえ、当機構の業務の実績を考慮
しつつ、役員の職責に応じた国家公務員の給与を参考としている。

役員報酬のうち、特別手当について、主務大臣における業務評価の結果を
勘案の上、その役員の職務実績に応じ、100分の10の範囲内で理事長がこれ
を増額し、又は減額することができることとしている。

役員の報酬は(独)日本高速道路保有・債務返済機構役員給与規程に

基づき、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び特別手当と

している。

本給月額については、理事長は1,106,000円、理事長代理は

907,000円、理事は822,000円、監事は744,000円としており、地域手

当月額は、本給月額に100分の15を乗じて得た額としている。

また、特別手当については、期末及び勤勉手当基礎額（基本給月

額＋地域手当月額）に特別手当支給基準に定める割合を乗じ、さら

に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた

割合を乗じて得た額としている。なお、平成27年度においては、国

家公務員の給与の改定に準じ以下の措置を講じた。

・俸給月額の水準引下げ（平均▲2％）を実施後、俸給月額1,000円
の引上げを実施した。

・平成26年度末の主たる事務所の東京都特別区から横浜市移転に伴

う地域手当の支給割合の引下げ（18％→15％）を実施した。
・特別手当（勤勉手当）の支給率について、0.05月分の引上げを実
施した。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

2,435 （地域手当）

157 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

999 （地域手当） H27.9.30 ◇
63 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,007 （地域手当） H27.10.1 ◇
114 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,791 （地域手当）

50 （通勤手当）

552 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

905 （地域手当） H27.9.30 ◇
-4 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

912 （地域手当） H27.10.1 ◇
104 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

819 （地域手当） H27.9.30
80 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

670 （地域手当） H27.10.1
56 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,636 （地域手当） ◇
225 （通勤手当）

注１：「地域手当」とは、民間の賃金水準等が高い地域に在勤する役員に支給されているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

理事長 21,954 13,536 5,826

A理事長
代理 8,885 5,550 2,273

B理事長
代理 9,027 5,442 2,464

A理事 16,568 9,960 4,215

B理事 7,918 5,028 1,989

C理事 8,181 4,932 2,233

A監事 7,247 4,548 1,800

B監事 5,781 4,464 591

C監事 14,809 9,096 3,852
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
理事長
理事長代理
理事
監事

【主務大臣の検証結果】

当機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに高速道路会

社に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等

に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高

速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社に

よる高速道路事業の円滑な実施を支援しているところである。

役員報酬の支給水準の設定の考え方は、１①で示したとお

りであるが、当機構は、高速道路に係る国民負担の軽減を図る

とともに、高速道路会社による高速道路事業の円滑な実施を支

援するため、高速道路各社との適正な協定締結を通じ、約30兆

円の債務の返済等に関する業務を担っており、機構発足以来、

毎年度の業務実績に関する評価において中期目標達成に向けて

順調に進んでいるとの評価を得ているとともに、平成26年度に

おいても中期計画における所期の目標を達成していると認めら

れるとの評価（B評価）を得ている。

これを踏まえた当機構の役員の支給状況は２で示したとおり

であり、役員の職責に応じた国家公務員の給与と比較して同等

またはそれ以下であることからも妥当であると考える。

当機構の業務内容は、高速道路に係る道路資産の保有並びに
高速道路会社に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新
設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うこと
により、高速道路に係る国民の負担の軽減を図るとともに、高
速道路会社の事業の円滑な実施の支援をすることである。

その業務内容を鑑みれば、Ⅰ－１－①で示された役員報酬水
準の設定の考え方は、役員の職責に応じた国家公務員の給与を
踏まえて定められており、適当である。

また、Ⅰ－２の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即して
おり、法人の実績評価結果に鑑みても、法人の検証結果は適当
である。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

1,978 2 0 H27.9.30 1.0（仮）

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

業績勘案率が確定していないため該当者なし

法人での在職期間

A監事

注1：A監事の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定的な業績勘案率（1.0）」により算
出している。

注2：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、該
当がない場合は空欄

判断理由

役員の職務実績を報酬に反映させるため、役員報酬のうち、特別手当につ
いて、主務大臣における業務実績評価の結果を勘案の上、100分の10の範囲
内で理事長がこれを増額し、又は減額することができることとしており、引
き続きこの制度を運用することとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに高速道路会社に対する貸付け、

承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業

務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社に

よる高速道路事業の円滑な実施を支援しているところである。
機構の行うこれらの業務の公共性等にかんがみ、職員給与水準については、通則法

第50条の10第３項の規定の趣旨を踏まえ、当機構の業務の実績を考慮し、当該職員
について職責に応じた国家公務員の給与水準に準じている。

通則法第50条の10第１項の規定に基づき、職員の給与は、その職員の勤務成績を

考慮するものとしている。

・本給・・・・・・・職員の昇給は、当該期間におけるその者の勤務実績に応じて行うこと
としている。

・特別手当・・・特別手当の算出にあたり、勤務成績を反映して月数を決定することと
している。具体的な月数の決定にあたっては、人事院勧告で示された
月数を参考にしている。

職員の給与は(独)日本高速道路保有・債務返済機構給与規程に基づき、俸給及び

諸手当（地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、深夜手当、

役職手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当）及び特別手当（期末手当及び勤勉手

当）としている。

特別手当については、期末及び勤勉手当基礎額（基本給月額＋地域手当月額）に

特別手当支給基準に定める割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
なお、平成27年度においては、国家公務員の給与の改定に準じ、以下の措置を講

じた。

・全体俸給表のベースダウン（平均▲2％）を実施後、全体俸給表のベース
アップ（平均0.36％）を実施した。

・平成26年度末の主たる事務所の東京都特別区から横浜市への移転に伴う地域

手当の支給割合の引下げ（18％→15％）を実施した。

（大阪の事務所については、引上げを実施（15％→15.5％）。）
・単身赴任手当の支給月額の引上げ（基礎額：23,000円→26,000円及び加算額
：6,000円～45,000円→6,000円～58,000円）を実施した。

・特別手当（勤勉手当）の支給率について、0.1月分の引上げを実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 40.9 7,069 5,252 171 1,817
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 40.9 7,069 5,252 171 1,817

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 37.9 2,628 2,628 198 -
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 37.9 2,628 2,628 198 -

注1：平成28年4月1日に在職している者のうち、平成27年度一年間を通じて勤務した常勤職員に関する数値である。

注2：常勤職員中、研究職種、医療職種及び教育職種については、該当者がいないため省略した。

注3：在外職員、任期付職員、再任用職員についても、該当者がいないため省略した。

事務・技術

事務・技術

うち所定内
平成27年度の年間給与額（平均）

総額
人員区分

非常勤職員

常勤職員

うち賞与平均年齢
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注1：24～27歳、32～35歳、48～51歳、52～55歳及び56～59歳の該当者は4名以下のため、当該個人に関する情報が特定される

恐れがあることから、第1・第3分位の額については、表示しておりません。

注2：24～27歳、48～51歳及び52～55歳の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから、平均給

については表示しておりません。

注3：①の年間給与額から通勤手当額を除いた状態となっています。以下④まで同じです。

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　本社部長 2 － －

　本社課長 2 － －

　本社課長代理 15 45.6 8,142

　本社係長 10 38.3 5,991

　本社係員 11 32.3 4,614

注：本社部長及び本社課長の該当者は2名のため当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから平均年齢及び年間給与額

については表示していない。

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.5 53.4 52.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.5 46.6 47.5

％ ％ ％

         最高～最低 50.7 ～ 45.9 49.9 ～45.1 48.7 ～45.5

％ ％ ％

62.8 62.4 62.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.2 37.6 37.4

％ ％ ％

         最高～最低 42.5 ～34.3 42.4 ～34.7 39.6 ～34.5

③

-

　7,218　～　　5,133

　5,563　～　　3,691

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

④

分布状況を示すグループ

千円

-

最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

平均年齢

10,089　～　　6,849

②

一般
職員

人員
年間給与額

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　 111.5　　　　　

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　　111.4　

内容項目

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　　　109.9　　　　　

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　　 110.6

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証

全ての指数が高くなっている理由として、当機構は、勤務地が横浜
市と大阪市のみであることに加え、企業で言えば本社の企画・財務部
門などの専門性の高い統括的業務に特化した組織であり、しかも時限
的な組織であるため、機構固有の職員を採用せず、高度な専門性・ノ
ウハウを有する者の出向のみで業務運営を行っていることが、当該指
数を高める要因となっている。

特に地域勘案指数については、国の本府省が地域手当支給区分の
１級地（東京都特別区（18.5％））に置かれているのに対し、当機構の
主たる事務所は平成26年度末の移転により、2級地（横浜市（15％））
に置かれており、国の地方支分部局の国家公務員と給与水準を比較
することも、当該指数を高める要因となっている。

さらに、平成26年度末の主たる事務所の東京都特別区から横浜市
移転や東京都特別区の勤務地からの出向者の採用により、地域手当
の異動保障の支給対象となる職員の割合が国と比較して大きく
なっており、当該指数を高める要因となっている。

【指数が高くなっている理由】
①平成27年度に地域手当15％以上の支給地（横浜市、大阪市）に
勤務する者の占める割合

機構：100％ ⇔ 国（行一）：37.0％

②職員の学歴構成による差異（大卒以上の占める割合）
機構：75.9％ ⇔ 国（行一）：54.7％

③横浜市と東京都特別区の国家公務員の給与水準の違い
・横浜市の給与水準 ＜ 東京都特別区の給与水準
・勤務地における地域手当支給割合等

横浜市：15％ ⇔ 東京都特別区：18.5％
本府省特別調整手当等

④地域手当の異動保障受給者の割合
機構：75.0％ ⇔ 14.4％（全体）・7.7％（2級地）

※国（行一）の割合については、「平成27年度国家公務員給与等
実態調査」による。

【支出総額に占める国の財政支出額及び給与等支給総額の割合】
支出予算額（平成27年度計画予算額）38,440億円（100％）
国の財政支出額（政府出資金、補助金）203億円（0.5％）
給与、報酬等支給総額（平成27年度計画予算額）8億円
（0.02％）

【累積欠損額について】
累積欠損額 無し（平成26年度決算）
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４　モデル給与

講ずる措置

俸給・諸手当など給与体系は国家公務員と同等となってお
り、引き続き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう
取り組んでいく。

当機構は、平成17年10月の設立以来、企業で言えば本社の企
画・財務部門に相当する組織として、即戦力となる優秀な人材
の出向を得て、組織として業務ノウハウの蓄積を図ってきたと
ころであるが、今後とも、これまでに蓄積したノウハウを活か
しながら、国民に理解の得られる給与水準とするため、人事院
勧告を考慮するとともに、出向者を通じて若返りを図るなど効
率的な組織運営を進める。

○ ２２歳（大卒初任給、独身）

対象なし
※当機構は、時限的組織であり、プロパー職員を採用せず、国及び高速
道路会社から専門的知識・ノウハウを有する出向者のみで構成されてい
るため
○ ３５歳（本社係長、配偶者、子１人）
月額：３５０，０００円 年間給与：５，７００，０００円
○ ４５歳（本社課長代理、配偶者、子２人）
月額：５１０，０００円 年間給与：８，３００，０００円

【検証結果】
全ての指数が高くなっている理由として、当機構は、勤務地

が横浜市と大阪市のみであることに加え、企業で言えば本社の
企画・財務部門などの専門性の高い統括的業務に特化した組織
であり、しかも時限的な組織であるため、機構固有の職員を採
用せず、高度な専門性・ノウハウを有する者の出向のみで業務
運営を行っていることが、当該指数を高める要因となってい
る。

特に地域勘案指数については、国の本府省が地域手当支給区
分の１級地（東京都特別区（18.5％））に置かれているのに対
し、当機構の主たる事務所は平成26年度末の移転により、2級地
（横浜市（15％））に置かれており、国の地方支部局の国家公
務員と給与水準を比較することも、当該指数を高める要因と
なっている。
さらに、平成26年度末の主たる事務所の東京都特別区から横浜

市移転や東京都特別区の勤務地からの出向者の採用により、地
域手当の異動保障支給の対象となる職員の割合が国と比較して
大きくなっており、当該指数を高める要因となっている。

しかしながら、これらの事情を踏まえれば、２で示した結果
は、１①の考え方に沿ったものとなっており、適切な給与水準
が確保されているものと言える。

（主務大臣の検証結果）
当機構の業務内容は、高速道路に係る道路資産の保有並びに

高速道路会社に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新
設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うこと
により、高速道路に係る国民の負担の軽減を図るとともに、高
速道路会社の事業の円滑な実施の支援をすることである。

その業務内容に鑑みれば、Ⅱ－１－①で示された給与水準の
設定の考え方は職員の職責に応じた国家公務員の給与水準を踏
まえて定められており、適当である。

また、Ⅱ－２の給与実績は給与水準の設定の考え方に即して
おり、法人の検証結果は適当である。
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標管理法人のため、中期目標期間中の開始年度分から当年度分までを記載している。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

735,391

0

894,065

退職手当支給額
8624

124,067

区　　分

802,105

1,978

138,770

給与、報酬等支給総額

福利厚生費

801,933

145,178

27,674

最広義人件費

非常勤役職員等給与
25,983

968,214974,785

25,361

通則法第５０条の１０第１項の規定に基づき、職員の給与は、その
職員の勤務成績を考慮するものとしており、引き続き職務実績に応じ
て支給する。

・本給・・・職員の昇給は、当該期間におけるその者の勤務実績に応
じて行うこととしている。

・特別手当・・・特別手当の算出にあたり、勤務成績を反映して月数
を決定することとしている。具体的な月数の決定に

・給与、報酬等支給額については、平成26年度末の主たる事務所の横
浜移転を踏まえて、横浜市の地域手当適用による人件費の削減をした
ものの、特別手当（勤勉手当）の支給率（0.1月分）引上げを主な要因
として対前年比0.02％の増となっている。さらに退職手当支給額が増
額となっているが、非常勤役職員等給与及び福利厚生費が減額となっ
ており、最広義人件費は対前年比▲0.7％となっている。
・「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8
月7日閣議決定）に基づき、当機構役職員について、国家公務員に準じ
た調整率（87/100）を設定し、退職手当支給水準の引下げを実施中。
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